
運営指導時の指摘事項について

神戸市福祉局監査指導部（指導担当）
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１ 運 営 に 関 す る も の
① 研 修 （ 実 施 回 数 等 ）
② 業 務 継 続 計 画 （ 研 修 の 実 施 ）
③ 各 種 指 針 （ 盛 り 込 む べ き 項 目 ）
④ 委 員 会 （ 開 催 結 果 の 周 知 徹 底 ）

２ 処 遇 に 関 す る も の
⑤ 施 設 サ ー ビ ス 計 画 （ ⾧ 期 目 標 期 間 の 設 定 ）

３ 加 算 に 関 す る も の
⑥ 看 護 体 制 加 算 Ⅰ （ 常 勤 看 護 師 の 配 置 ）
⑦ 看 護 体 制 加 算 Ⅰ  （ 看 護 職 員 の 機 能 訓 練 指 導 員 と の 兼 務 ）
⑧ 協 力 医 療 機 関 連 携 加 算 （ 情 報 共 有 会 議 の 定 期 開 催 ）
⑨ 看 取 り 介 護 加 算 ・ 看 取 り 連 携 体 制 加 算 ・ タ ー ミ ナ ル ケ

ア 加 算 （ 医 師 の 判 断 ）

項目一覧
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指摘内容

研 修 に つ い て 、 運 営 基 準 に 定 め ら れ た 回 数 の 実 施 が 確 認 で き な い ケ ー ス が あ っ た 。

ま た 、 基 準 に 定 め ら れ て い る 新 規 採 用 者 に 対 す る 研 修 の 実 施 が 確 認 で き な い ケ ー

ス が あ っ た 。

１ 運営に関するもの ①研修（実施回数等）
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改善内容

研 修 に つ い て は 、 運 営 基 準 等 に 規 定 さ れ た と お り の 内 容 、 回 数 等 の 実 施 が 必 要 で

す 。 ま た 、 実 施 し た こ と の 確 認 が で き る よ う 、 研 修 日 時 、 実 施 時 間 、 研 修 資 料 、 受

講 報 告 書 等 の 実 施 記 録 の 保 存 が 必 要 で す 。

も れ な く 実 施 で き る よ う 、 年 ご と に 研 修 計 画 を 作 成 し 、 そ れ に 沿 っ て 実 施 し て く

だ さ い 。

な お 、 運 営 基 準 で 実 施 が 規 定 さ れ て い る 研 修 の う ち 、 主 な も の の 必 要 実 施 回 数 等

は 次 の と お り で す 。



|  0 5

〇 研 修 内 容

① 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 研 修

② 業 務 継 続 計 画 に 関 す る 研 修

③ 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 研 修

④ 事 故 発 生 の 防 止 の た め の 従 業 者 に 対 す る 研 修

⑤ 虐 待 の 防 止 の た め の 従 業 者 に 対 す る 研 修
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〇 回 数 等
・ 年 ２ 回 以 上 実 施 ・ 新 規 採 用 時 に も 実 施

た だ し 、 一 部 サ ー ビ ス 種 別 に つ い て は 、 次 の と お り 必 要 実 施 回 数 等 が 異 な り ま す 。
♢ 短 期 入 所 生 活 介 護 、 短 期 入 所 療 養 介 護

・ ② 、 ③ 、 ⑤ に つ い て は 、 必 要 実 施 回 数 は 、 年 １ 回 以 上 。
・ ④ に つ い て は 、 実 施 の 定 め な し 。
・ ② 、 ③ に つ い て は 、 新 規 採 用 時 の 研 修 は 、 「 実 施 が 望 ま し い 」 と さ れ て い る 。

♢ 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 （ 介 護 付 き 有 料 老 人 ホ ー ム ）
・ ④ に つ い て は 、 神 戸 市 有 料 老 人 ホ ー ム 設 置 運 営 指 導 指 針 に よ り 、 研 修 を 定 期 的 に 実

施 し 、 新 規 採 用 時 の 研 修 も 実 施 す る こ と と し て い る 。 た だ し 、 軽 費 老 人 ホ ー ム 、 養
護 老 人 ホ ー ム は 、 定 期 的 の 回 数 に つ い て 、 そ れ ぞ れ の 設 置 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 に
お い て 年2回 以 上 と 規 定 さ れ て い る 。
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【 補 足 】

・ 上 で は 主 な 研 修 に つ い て 記 載 し ま し た が 、 そ の 他 に も 、 サ ー ビ ス 種 別 、 運 営 形 態 、

加 算 の 算 定 状 況 に よ り 施 設 ご と に 実 施 が 必 要 な 研 修 が あ り ま す の で 、 そ れ ら に つ い て

も 適 切 に 実 施 し て く だ さ い 。

・ 業 務 継 続 計 画 、 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に つ い て は 、 訓 練 の 実 施

も 規 定 さ れ て い ま す 。

・ ② の う ち 感 染 症 に 係 る 研 修 と ③ の 研 修 は 、 一 体 的 に 実 施 し て も 差 し 支 え あ り ま せ ん 。

た だ し 、 一 体 的 に 実 施 す る 場 合 は 、 両 方 の 内 容 が 含 ま れ て い る こ と が 明 確 に わ か る よ

う に し て く だ さ い 。



|  0 8

指摘内容

業 務 継 続 計 画 に つ い て 、 定 期 的 な 研 修 が 実 施 さ れ て い な い 事 例 が あ っ た 。

１ 運営に関するもの ②業務継続計画（研修の実施）
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改善内容

業 務 継 続 計 画 に 関 す る 研 修 に つ い て は 、 １ 年 の 内 に 日 時 の 異 な る ２ 回 以 上 の 実 施

が 必 要 で す 。

と こ ろ で 、 研 修 内 容 は 、 「 感 染 症 及 び 災 害 に つ い て 」 と 規 定 さ れ て い ま す の で 、

１ 年 の 内 に 、 感 染 症 、 災 害 の 両 方 の 内 容 に つ い て 研 修 を 行 っ て い た だ く 必 要 が あ り

ま す 。 こ の 要 件 を 満 た す た め に 、 た と え ば １ 回 目 に お い て 感 染 症 に つ い て 実 施 し 、

２ 回 目 に お い て 災 害 に つ い て 実 施 し 、 合 計 で ２ 回 と い っ た 形 で も 差 支 え あ り ま せ ん 。
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な お 、 短 期 入 所 生 活 介 護 、 短 期 入 所 療 養 介 護 に つ い て は 、 １ 年 の 内 に １ 回 以 上 の

実 施 と 規 定 さ れ て い ま す 。 よ っ て 、 短 期 入 所 生 活 介 護 、 短 期 入 所 療 養 介 護 に つ い て

は 、 た と え ば 年 １ 回 の 実 施 と す る 場 合 に は 、 そ の １ 回 に お い て 感 染 症 、 災 害 の 両 方

の 内 容 に つ い て 実 施 す る 必 要 が あ り ま す 。 も ち ろ ん 、 研 修 を ２ 回 以 上 実 施 し 、 感 染

症 と 災 害 を 別 の 回 と し て も 差 し 支 え あ り ま せ ん 。

上 記 に お い て は 、 研 修 に つ い て の み 記 載 し ま し た が 、 訓 練 に つ い て も 、 研 修 と 同

様 に 行 っ て い た だ く 必 要 が あ り ま す 。
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【 留 意 い た だ き た い 点 】

・ 新 規 採 用 者 に 対 し て は 、 速 や か に 研 修 を 実 施 す る 必 要 が あ り ま す 。

・ 実 施 内 容 の 記 録 が 必 要 で す 。

・ 全 て の 職 員 の 参 加 が 必 要 で す 。 全 員 参 加 し た こ と が わ か る よ う に 記 録 し て く だ さ

い 。
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指摘内容

各 種 指 針 に お い て 、 盛 り 込 む べ き 内 容 が 不 十 分 な 事 例 が あ っ た 。

【 各 種 指 針 】

〇 感 染 症 及 び 食 中 毒 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 指 針

〇 虐 待 の 防 止 の た め の 指 針

〇 身 体 的 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 指 針

〇 事 故 発 生 の 防 止 の た め の 指 針

１ 運営に関するもの ③各種指針（盛り込むべき項目）
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改善内容

例 え ば 、 虐 待 の 防 止 の た め の 指 針 に お い て は 、 次 の 項 目 を 盛 り 込 む こ と と さ れ て

い ま す 。 す べ て の 項 目 を 盛 り 込 む よ う に し て く だ さ い 。

イ 施 設 に お け る 虐 待 の 防 止 に 関 す る 基 本 的 考 え 方

ロ 虐 待 防 止 検 討 委 員 会 そ の 他 施 設 内 の 組 織 に 関 す る 事 項

ハ 虐 待 の 防 止 の た め の 職 員 研 修 に 関 す る 基 本 方 針

ニ 虐 待 等 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 方 法 に 関 す る 基 本 方 針

ホ 虐 待 等 が 発 生 し た 場 合 の 相 談 ・ 報 告 体 制 に 関 す る 事 項

ヘ 成 年 後 見 制 度 の 利 用 支 援 に 関 す る 事 項
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ト 虐 待 等 に 係 る 苦 情 解 決 方 法 に 関 す る 事 項

チ 入 所 者 等 に 対 す る 当 該 指 針 の 閲 覧 に 関 す る 事 項

リ そ の 他 虐 待 の 防 止 の 推 進 の た め に 必 要 な 事 項

特 に 、 チ の 入 所 者 等 に 対 す る 当 該 指 針 の 閲 覧 に 関 す る 事 項 が 盛 り 込 ま れ て い な い

事 例 が 多 い の で 、 ご 留 意 く だ さ い 。

そ の 他 の 指 針 に つ い て も 、 盛 り 込 む こ と と さ れ て い る 項 目 す べ て を 盛 り 込 む よ う

に し て く だ さ い 。

な お 、 短 期 入 所 生 活 介 護 、 短 期 入 所 療 養 介 護 に お い て は 、 基 準 で は 、 事 故 発 生 の

防 止 の た め の 指 針 の 作 成 は 求 め ら れ て い ま せ ん 。
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指摘内容

各 種 委 員 会 に つ い て は 、 開 催 の の ち 、 そ の 結 果 に つ い て 介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者

に 周 知 徹 底 を 図 ら ね ば な ら な い が 、 周 知 徹 底 し て い な い 、 も し く は 周 知 徹 底 し た こ

と の 記 録 が 不 十 分 な 事 例 が あ っ た 。

【 各 種 委 員 会 】

① 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会

② 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る た め の 委 員 会

③ 身 体 拘 束 等 の 適 正 化 の た め の 対 策 を 検 討 す る た め の 委 員 会
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改善内容

介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 全 員 に 委 員 会 の 結 果 を 周 知 徹 底 し 、 周 知 徹 底 し た こ と が

わ か る よ う 、 記 録 し て く だ さ い 。

記 録 の 方 法 と し て は 、 た と え ば 次 の よ う な 方 法 に よ っ て く だ さ い 。

・ 委 員 会 会 議 録 を 回 覧 し 、 会 議 録 を 確 認 し た 介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 全 員 が 回 覧 用

紙 に 記 名 ま た は 押 印 す る 。 そ の 回 覧 用 紙 も 、 会 議 録 と 合 わ せ て 記 録 と し て 残 す 。

・ ア プ リ で 管 理 す る 場 合 に は 、 介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 全 員 が 結 果 の 確 認 を 終 え た

日 時 を 記 録 と し て 残 す 。

１ 運営に関するもの ④委員会（開催結果の周知徹底）
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【 備 考 】
・ 短 期 入 所 生 活 介 護 の ① 、 ② の 委 員 会 に 関 し て は 、 周 知 徹 底 先 に つ い て 、 「 介 護 職
員 そ の 他 の 従 業 者 全 員 」 を 「 短 期 入 所 生 活 介 護 従 業 者 」 と 読 み 替 え て く だ さ い 。
・ 短 期 入 所 療 養 介 護 の ① 、 ② の 委 員 会 に 関 し て は 、 周 知 徹 底 先 に つ い て 、 「 介 護 職
員 そ の 他 の 従 業 者 全 員 」 を 「 短 期 入 所 療 養 介 護 従 業 者 」 と 読 み 替 え て く だ さ い 。
・ 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の ① 、 ② の 委 員 会 に 関 し て は 、 周 知 徹 底 先 に つ い て 、
「 介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 全 員 」 を 「 従 業 者 」 と 読 み 替 え て く だ さ い 。
・ 地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 の ① 、 ② の 委 員 会 に 関 し て は 、 周 知 徹 底 先 に
つ い て 、 「 介 護 職 員 そ の 他 の 従 業 者 全 員 」 を 「 地 域 密 着 型 特 定 施 設 従 業 者 」 と 読 み
替 え て く だ さ い 。
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指摘内容

施 設 サ ー ビ ス 計 画 に 記 載 し た ⾧ 期 目 標 の 終 期 に 至 る 前 （ ＝ 目 標 達 成 前 ） に 、 次 の

⾧ 期 目 標 の 期 間 及 び 目 標 を 設 定 す る 取 り 扱 い が 、 計 画 作 成 の た び に 繰 り 返 さ れ て い

る と い う 事 例 が あ っ た 。

２ 処遇に関するもの ⑤施設サービス計画（⾧期目標期間の設定）
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◆事例

計画作成日 ⾧期目標の期間 短期目標の期間

R6.5.28 R6.6.1～R7.5.31 R6.6.1～R6.11.30

R6.11.22 R6.12.1～R7.11.30 R6.12.1～R7.5.31
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改善内容

⾧ 期 目 標 期 間 の 終 期 に 至 る ま で （ ＝ 目 標 達 成 ま で ） は 、 次 期 計 画 の 作 成 に お い て 、

⾧ 期 目 標 の 期 間 は 現 行 の 期 間 の ま ま と し て く だ さ い 。

上 の 事 例 で あ れ ば 、 次 の よ う に 設 定 し て く だ さ い 。
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計画作成日 ⾧期目標の期間 短期目標の期間

R6.5.28 R6.6.1～R7.5.31 R6.6.1～R6.11.30

R6.11.22 R6.6.1～R7.5.31 R6.12.1～R7.5.31

R7.5.27 R7.6.1～R8.5.31 R7.6.1～R7.11.30
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【 補 足 】

※⾧ 期 目 標 期 間 中 に 目 標 を 設 定 し 直 す 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、 上 の 例 に 従 わ ず 、 ⾧

期 目 標 期 間 の 終 期 に 至 っ て い な く と も （ ＝ 目 標 達 成 前 で あ っ て も ） 、 新 た な 期 間 及

び 目 標 を 設 定 し て く だ さ い 。

※こ こ で の 事 例 は 、 ⾧ 期 期 間 を １ ２ か 月 、 短 期 期 間 を ６ か 月 と し て い ま す が 、 月 数

に つ い て は 、 施 設 の 方 針 に よ り 設 定 し て い た だ い て 結 構 で す 。 実 務 上 、 短 期 目 標 は

1～3ヶ 月 、 ⾧ 期 目 標 は6ヶ 月 ～1年 程 度 で 設 定 す る こ と が 一 般 的 で す 。
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指摘内容

看 護 体 制 加 算 （Ⅰ） を 算 定 し て い る が 、 算 定 に 必 要 な 看 護 職 員 の 配 置 数 を 満 た し

て い な い 月 が あ っ た 。

３ 加算に関するもの ⑥看護体制加算Ⅰ（常勤看護師の配置）
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改善内容

看 護 体 制 加 算 （Ⅰ） の 算 定 に 当 た っ て は 、 常 勤 の 看 護 師 を １ 名 以 上 配 置 し て い る こ と

が 必 要 で す 。

配 置 が 求 め ら れ る の は 、 「 常 勤 」 の 「 看 護 師 」 で あ る こ と に つ い て も ご 留 意 く だ さ い 。

た だ し 、 短 期 入 所 生 活 介 護 に お い て は 、 看 護 師 の 配 置 要 件 は 、 次 の と お り と な り ま す 。

1 .（ 特 養 の 併 設 事 業 所 ）

本 体 施 設 に お け る 看 護 職 員 の 配 置 と は 別 に 、 常 勤 の 看 護 師1名 以 上 配 置 。

2 .（ 特 養 の 空 床 利 用 ）

本 体 施 設 に 常 勤 の 看 護 師 を1名 以 上 配 置

３ 加算に関するもの ⑥看護体制加算Ⅰ（常勤看護師の配置）
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指摘内容

看 護 体 制 加 算 （Ⅰ） を 算 定 し て い る 場 合 に お い て 、 加 算 の 算 定 要 件 と な る 常 勤 の

看 護 師 が 機 能 訓 練 指 導 員 を 兼 務 し て い る 事 例 が あ っ た 。

３ 加算に関するもの ⑦看護体制加算Ⅰ（看護職員の機能訓練指導員との兼務）

看 護 体 制 加 算 （Ⅰ） の 算 定 に は 、 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 と し て 常 勤 の 看 護 師 を １

名 以 上 配 置 し て い る こ と が 必 要 で あ り 、 そ の 看 護 師 が 、 看 護 職 員 と し て の 業 務 以 外

の 業 務 に 従 事 す る こ と は 望 ま し く な い と さ れ て い ま す の で 、 ご 留 意 く だ さ い 。

改善内容
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指摘内容

協 力 医 療 機 関 連 携 加 算 を 算 定 し て い る が 、 利 用 者 の 病 歴 等 の 情 報 を 共 有 す る 会 議

を 定 期 的 に 開 催 し て い る こ と が 確 認 で き な い 事 例 が あ っ た 。

ま た 、 会 議 を 実 施 し て い て も 、 そ の 記 録 が 会 議 録 の 体 裁 と な っ て い な い 事 例 も

あ っ た 。

３ 加算に関するもの ⑧協力医療機関連携加算（情報共有会議の定期開催）
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改善内容

協 力 医 療 機 関 連 携 加 算 は 、 協 力 医 療 機 関 と の 間 で 、 利 用 者 の 同 意 を 得 て 、 実 効 性

の あ る 連 携 体 制 を 構 築 す る 観 点 か ら 、 入 居 者 の 急 変 時 等 に 備 え た 関 係 者 間 の 平 時 か

ら の 連 携 を 強 化 す る た め 、 入 居 者 の 病 歴 等 の 情 報 共 有 や 急 変 時 等 に お け る 対 応 の 確

認 等 を 行 う 会 議 を 定 期 的 に 開 催 （ 概 ね 月 に １ 回 以 上 ） す る こ と を 評 価 す る も の で す 。
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そ の た め 、 加 算 の 算 定 に は 、 会 議 の 開 催 が 要 件 と な り ま す 。 会 議 開 催 の 記 録 に つ
い て は 、 次 の 点 、 ご 留 意 く だ さ い 。

・ 会 議 の 開 催 状 況 が わ か る よ う 、 そ の 概 要 の 記 録 も 作 成 し 、 保 存 す る こ と 。
・ 概 要 の 記 録 に は 、 開 催 日 時 、 場 所 、 出 席 者 名 、 検 討 し た 概 要 等 を 記 載 す る こ と 。

な お 、 電 子 的 シ ス テ ム に よ り 当 該 医 療 機 関 に お い て 、 当 該 施 設 の 入 居 者 の 情 報 が
随 時 確 認 で き る 体 制 が 確 保 さ れ て い る 場 合 に は 、 定 期 的 に 年 ３ 回 以 上 開 催 す る こ と
で 差 支 え な い と さ れ て い ま す 。
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【 備 考 】

地 域 密 着 型 特 定 施 設 入 居 者 生 活 介 護 、 地 域 密 着 型 介 護 老 人 福 祉 施 設 入 居 者 生 活 介

護 に お い て は 、 会 議 の 開 催 頻 度 に つ い て 、 「 概 ね 月 に １ 回 以 上 」 を 「 概 ね ３ 月 に １

回 以 上 」 と 読 み 替 え て く だ さ い 。

ま た 、 電 子 的 シ ス テ ム に よ り 当 該 医 療 機 関 に お い て 、 当 該 施 設 の 入 居 者 の 情 報 が

随 時 確 認 で き る 体 制 が 確 保 さ れ て い る 場 合 に 求 め ら れ る 開 催 頻 度 に つ い て は 、 「 定

期 的 に 年 ３ 回 以 上 」 を 「 概 ね ６ 月 に １ 回 以 上 」 と 読 み 替 え て く だ さ い 。



|  0 3 0

指摘内容

看 取 り 介 護 加 算 ・ 看 取 り 連 携 体 制 加 算 ・ タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 を 算 定 し て い る が 、

医 師 が 回 復 の 見 込 み が な い と 診 断 し た こ と が 確 認 で き な い 事 例 が あ っ た 。

３ 加算に関するもの
⑨・看取り介護加算（指定介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入居

者生活介護・特定施設入居者生活介護）
・看取り連携体制加算（短期入所生活介護）
・ターミナルケア加算（介護老人保健施設）
それぞれに関し、医師の判断について
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改善内容

看 取 り 介 護 加 算 ・ 看 取 り 連 携 体 制 加 算 ・ タ ー ミ ナ ル ケ ア 加 算 の 算 定 は 、 そ の 対 象

者 が 、 医 師 が 一 般 に 認 め ら れ て い る 医 学 的 知 見 に 基 づ き 回 復 の 見 込 み が な い と 診 断

し た 者 で あ る 場 合 に 認 め ら れ る も の な の で 、 診 断 結 果 の 記 録 が 必 要 と な り ま す 。 そ

の 点 、 ご 留 意 く だ さ い 。



ご清聴ありがとうございました


